
2022 年 9 月 26 日 

各 位 

自己株式の消却に関するお知らせ 

 株式会社伊予銀行（頭取 三好 賢治）は、2022 年 9 月 26 日開催の取締役会において、会社法第 178 

条の規定に基づく自己株式の消却について決議しましたので、お知らせいたします。 

記

１．自己株式の消却の理由 

2022 年 5 月 13 日付「単独株式移転による持株会社体制への移行に関するお知らせ」のとおり、

持株会社が当行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）まで

に、当行が保有する自己株式を消却するものであります。 

２．自己株式の消却内容 

（１）消却する株式の種類  当行普通株式

（２）消却する株式の総数 基準時までに当行が保有する自己株式（株式報酬制度に係る信託が

保有する株式を除く） 

（３）消却予定日 2022 年 9 月 30 日  

（ご参考）2022 年 9 月 26 日時点の発行済株式総数（自己株式を含む）および自己株式数（株式報酬

制度に係る信託が保有する株式を除く） 

（１）発行済株式総数（自己株式を含む）  323,775,366 株 

（２）自己株式数（株式報酬制度に係る信託が保有する株式を除く） 10,366,535 株

以 上 
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